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子
ど
も
の
有
料
サ
イ
ト
に
関
す
る

相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
子
ど
も
が
、
買
い
与
え
た
携
帯

型
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
、
無
料
の
ア

ダ
ル
ト
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
予

期
し
な
い
請
求
を
受
け
た
」な
ど
の

相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

事
例中

学
生
の
息
子
が
、
携
帯
型
音
楽

プ
レ
ー
ヤ
ー
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

利
用
し
て
い
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー

ム
の
宣
伝
画
面
に「
無
料
ア
ダ
ル
ト

サ
イ
ト
」と
あ
っ
た
の
で
、
ク
リ
ッ

ク
し
て
し
ま
っ
た
。
画
像
を
５
分
ほ

ど
見
て
か
ら
退
会
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、

「
登
録
に
な
り
ま
し
た
」と
い
う
画
面

に
な
っ
た
。

サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
際
、
動

画
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
か
ど
う
か

は
分
か
ら
な
い
が
、
個
人
情
報
は
入

力
し
て
い
な
い
と
思
う
。
14
万
円
を

請
求
さ
れ
て
い
る
が
納
得
で
き
な
い

し
、
支
払
い
た
く
な
い
。

ア
ド
バ
イ
ス

★
最
近
の
携
帯
型
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー

に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
簡
単
に

接
続
で
き
る
も
の
も
あ
り
、
子
ど

も
が
使
う
場
合
に
は
注
意
が
必
要

で
す

★
携
帯
型
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
ほ
か

に
も
ゲ
ー
ム
機
や
テ
レ
ビ
な
ど
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
で
き
る
機

器
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

保
護
者
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
理

解
し
、
安
易
に
ア
ク
セ
ス
し
な
い

こ
と
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
方
法
に
つ
い
て
日
頃
か
ら
子
ど

も
と
よ
く
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

★
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
契
約
は
非

対
面
の
取
引
で
す
。
ア
ク
セ
ス
先

が
常
に
正
し
い
業
者
と
は
限
り
ま

せ
ん
。
子
ど
も
が
犯
罪
者
と
接
触

す
る
危
険
性
を
認
識
し
ま
し
ょ
う

★
事
例
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
請

求
が
き
て
も
、
決
し
て
業
者
に
連

絡
し
た
り
、
代
金
を
支
払
っ
た
り

せ
ず
、
ま
ず
は
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

★
子
ど
も
が
無
料
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
た
ゲ
ー
ム
内
で
、
有
料
ア
イ
テ

ム
を
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
購
入

し
て
し
ま
い
、
後
日
、
高
額
な
請

求
を
受
け
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ

り
ま
す
。
保
護
者
は
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
の
保
管
場
所
や
毎
月
の
利

用
明
細
な
ど
を
き
ち
ん
と
確
認
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
保
護
者
が
登

録
し
た
会
員
Ｉ
Ｄ
な
ど
を
子
ど
も

に
利
用
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う

無
料
出
前
講
座
の
ご
案
内

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
悪
質

業
者
に
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
の
無
料

出
前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。
高
齢

者
を
対
象
と
し
た
講
座
の
ほ
か
、
新

社
会
人
や
高
校
生
と
い
っ
た
年
齢
層

に
応
じ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
て
い

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

相
談
時
間

午
前
９
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
〜
４
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

問
い
合
わ
せ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

(

東
原
庁
舎
内)

1

１
５
０
０
、

フ
ァ
ク
ス
　
１
５
０
１
へ
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市では、収入が少なく、特に生活が困難な

人が介護保険の居宅サービスを利用する場合、

利用者負担の助成を実施しています。

助成期間 来年６月末日までを期間として、

申請した月から助成します

助成金額 対象サービスでの自己負担額の２

分の１を助成します

申請方法 申請書と世帯の収入に関する届け

出書を高齢福祉課介護保険係へ

介護保険施設を利用する場合、申請して｢介護保険負担限度額認定証｣の交付を受けると利用者負担限度額が軽減され

ます。現在、認定証が交付されている人も７月31日(金)で有効期限が切れます。引き続き利用するには、再度申請して

ください。

対象サービス 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設、ショー

トステイ

申請方法 申請書を高齢福祉課介護保険係、または白沢・利

根支所生活係へ

※預貯金などが、単身で1,000万円を超える場合や夫婦で

2,000万円を超える場合、世帯分離している(住民票上世帯

が異なる)配偶者に市民税が課税されている場合、８月から

軽減の対象外となります

介護保険料は、今後３年間を１期として介護サービスがどのくらい必要になるかを推計し、65歳以上の人口などによ

り基準額が算定され、世帯の課税状況や本人の収入、所得に応じた段階区分により年額が決定されます。

今期は、高齢者の増加、それ

に伴う介護サービス費などの増

加が見込まれるため、大幅な上

昇となりますが、低所得者対策

として、公費負担による軽減が

行われます。

主な変更点

①前期における第３・第４段階

の特例が標準化され、本人課

税段階が多段階化されました

②第１段階へ別枠公費の投入に　

よる軽減が行われます

※平成29年度には、第１～第３

段階が軽減される見込みです

対象要件

市内に住所があり、次の①～⑤
の全てに該当する人

訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／
訪問リハビリテーション／通所介護／
通所リハビリテーション／短期入所生
活介護／短期入所療養介護／福祉用具
貸与／認知症対応型通所介護／小規模
多機能型居宅介護
※上記は介護予防を含む

夜間対応型訪問介護／定期巡回・随時
対応型訪問介護看護／看護小規模多機
能型居宅介護

①介護保険の要介護(要支援)認定者
②生計を同じくする世帯全員が市民
税非課税であること
③世帯の前年分の収入が生活保護基
準を下回るか、それと同程度であ
ると認められる世帯であること
④被保険者本人に課せられている保
険料などを滞納していないこと
⑤資産を活用しても、なお生活が困
窮の状態にあること

対象サービス

居宅サービス利用者負担の助成を行っています

所得の低い人の居住費と食費の負担が軽減されます

平成28年度までの介護保険料が確定しました

介護保険 利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ利用者の皆さんへお知らせ
問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４問い合わせ　高齢福祉課介護保険係(東原庁舎内)1内線７７２５３、７７２６４

※４月１日現在で65歳以上の人は４月１日、年度途中で65歳に到達した人は65歳到達日が賦課基準日です
※老齢福祉年金は、明治44年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です
※( )内の金額は、公費負担による軽減措置後の数値です

所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年
金受給者、世帯全員が市民税非課税かつ本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合算額が80万円以下の人
世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合
計所得金額の合算額が120万円以下の人

世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない人

本人が市民税非課税かつ同一世帯内に市民税課税者がい
る人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合算額
が80万円以下の人
本人が市民税非課税で、同一世帯内に市民税課税者がい
る人

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上190万
円未満の人
本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上290万
円未満の人
本人が市民税課税で、合計所得金額が290万円以上400万
円未満の人

本人が市民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人

基準額×0.50
(基準額×0.45)

基準額×0.70

基準額×0.75

基準額×0.90

基準額

基準額×1.20

基準額×1.30

基準額×1.50

基準額×1.70

基準額×1.90

32,500円
(29,200円)

45,500円

48,800円

58,500円

65,100円

78,100円

84,600円

97,600円

110,600円

123,600円

26,300円

34,200円

39,400円

47,300円

52,600円

65,700円

78,900円

92,000円

＋6,200円
(＋2,900円)

＋11,300円

＋9,400円

＋11,200円

＋12,500円

＋12,400円

＋18,900円

＋18,700円

＋31,700円

＋31,600円

該当要件 調整率 差額H27～H28
保険料

H24～H26
保険料

※( )内の金額は介護老人福祉施設、短期入所生活介護の従来型個室を利用した場合

対象要件と基準費用額(日額)

対象要件
居住費の負担限度額

ユニット
型個室

ユニット
型準個室

従来型
個　室 多床室

食費の
負　担
限度額

生活保護受給者、また
は老齢福祉年金受給者
で世帯全員が市民税非
課税の人

820円 490円 490円
(320円) 0円 300円

820円 490円 490円
(420円) 370円 390円

1,310円 1,310円 1,310円
(820円) 370円 650円

世帯全員が市民税非課
税で、合計所得金額と
課税年金収入額の合計
が80万円以下の人

世帯全員が市民税非課
税で、上記以外の人
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市内には多くのサクランボ園があります。６月

中旬以降、各地域で次々にオープンし、７月中旬

ごろまでさくらんぼ狩りが楽しめます。

市内でできたおいしいサクランボを、ぜひ、味

わってみてください。

※地域によってオープン期間が異なりますので、

確認してお出掛けください

問い合わせ 各サクランボ園、沼田市観光インフ

ォメーション1○20１３００へ

サクランボの季節がやってきます

農薬適正使用の基本事項

■農薬使用基準を遵守すること

■消費者の信頼確保のため取り組むべきこと

①農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量

を記帳すること

②有効期限切れ農薬を使用しないこと

③農薬が飛散しないようにすること

④水田で使用する農薬の流出を防ぐため、止水期間は１週間程度とること

⑤土壌くん蒸剤の被覆期間を守り、揮散防止(ガス漏れ防止)に努めること

県指定農薬の適正な取り扱い

県では、人畜、蚕、魚介類などに強い毒性を有する農薬を指定農薬として

販売や使用に注意を呼び掛けています。指定農薬のうち、流通と使用の抑制

指導を行う抑制指導農薬(合成ピレスロイド系製剤、ＢＴ生菌製剤など)は、

認められた地域でのみの使用となりますので注意が必要です。

問い合わせ 農林課農林振興係1内線３２３７へ

農薬の使用方法を確認しましょう


